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令和４年９月羽島市教育委員会定例会会議録

令和４年９月２９日、令和４年９月羽島市教育委員会定例会を羽島市役所本庁舎３

階３０２会議室において開いた。

議事日程

日程第１ 会議録署名委員の指名について

日程第２ 報第１７号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について

日程第３ 議第５０号 羽島市立学校管理規則の一部を改正する規則について

日程第４ 議第５１号 羽島市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

について

日程第５ 議第５２号 羽島市新しい時代の学校構想検討委員会要綱の制定につ

いて

日程第６ 議第５３号 羽島市幼保小連携推進協議会要綱の制定について

日程第７ ※報第１６号 令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の追加認定の報

告について

日程第８ その他

１ 各課の事業進捗状況

（※印は秘密会で開催）

本日の会議に付した議事

議事日程に同じ

出席者

教育長（議長） 森 嘉 長

教育委員 黒 田 淳

教育委員 今 枝 甫

教育委員 春 日 民 奈

教育委員 今井田 裕 子

説明のため出席した職員の職氏名

事務局長 今井田 明 弘

事務局次長兼教育政策課長 小 川 隆 正

学校教育課長

兼教育支援センター長 南 部 浩 一

西部幼稚園長 安 藤 賢 治

北部学校給食センター所長 豊 田 崇 宏

南部学校給食センター所長 竹 内 弘 明

生涯学習課長 岩 田 睦 巳

図 書 館 長 番 重 宗

スポーツ推進課長 箕 浦 勝 博



午後１時２０分開議

日 程 発言者 発 言 の 要 旨

教育長挨拶 教育長

・ 台風１４号の影響を鑑み、９月２０日を臨時休業とした。

・ 羽島市議会９月定例会について。一般質問では８名の議

員から質問があった。

開 会 議長

出席委員が定足数に達していることから令和４年９月羽

島市教育委員会定例会の開会を宣言する。

報第１６号について秘密会としたい旨述べ、委員の発言を

求める。（各委員から異議なしの声あり。）

異議がないので、報第１６号を秘密会とすることが承認さ

れた旨述べる。

日程第１ 議長 本日の会議録署名委員に春日委員を指名する。

日程第２ 議長 報第１７号を議題とする旨述べ、説明を求める。

【説明】 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明す

る。

【教育政策課長】

（子どもの未来応援講座、ひつじサミット尾州、第１２回

ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会、第４３回羽島市美術協会

展、羽島市邦楽連盟「第１８回邦楽の祭典」、羽島美濃菊

展、初心者子どもサッカー教室・足が速くなる教室）

【学校教育課長】

（はたらくってなーに？おみせやさんごっこ、第１０回全

国「授業の鉄人」コンクール、スコーレ家庭教育セミナー、

愛知県岐阜県在住中学生対象完全オンライン英語スピー

チコンテスト、劇団風の子中部「ユエと瑠璃色の石」羽島

市公演、第８回岐阜羽島セントラルライオンズクラブ杯卓

球大会）

【教育長】

この４月からスポーツ推進課と生涯学習課が教育委員

会から市長部局へ移管しているため、市長部局と教育委員

会で重複して申請される場合もある。

今回では「第１２回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会、第

４３回羽島市美術協会展、羽島市邦楽連盟「第１８回邦楽

の祭典」」が該当する。

議長 委員の発言を求める。（委員から発言なし）

発言がないため日程第２ 報第１７号の報告を終える旨

述べる。

日程第３ 議長 議第５０号を議題とする旨述べ、説明を求める。

【説明】 【学校教育課長】

教職員の働き方改革の意識を高めるとともに、取組みの

幅を広げるため、羽島市立学校管理規則の一部を改正す

る。

内容としては、教職員の勤務時間のスライド制を実現す



るものである。１日の勤務時間は７時間４５分のままで、

午前５時から午後１０時までの範囲で、始業時間を繰り上

げまたは繰り下げることができるようにする。

議長 委員の発言を求める。（委員から次の通り発言、確認あり。

適宜職員等が次の通り説明し、了解を得る。）

【今枝委員】

 ⑴ スライド制導入により、修学旅行等の他の学校行事

や、部活動の引率等も含め、特殊勤務手当とのすみ分け

はどうなるか。

（事務局）

・ 特殊勤務手当については従来通りである。また、

部活動は自主的勤務という位置づけであることか

ら、従来通りである。

行事では、修学旅行の場合、学校到着が勤務時間

後になり、下校指導で職員が対応しなければならな

い場合には、勤務時間を後ろへずらし、所定の労働

時間内で対応するといった、柔軟な対応が可能とな

る。なお、修学旅行の夜間等、特殊勤務手当が支給

される時間帯とは被らない時間で適用することに

なる。

 ⑵ 例えば運動会では、その業務に当たった人の一つの役

目として、「早く出勤して実施の確認を行い、最後の後

片付けまでして完結」としていたと思うが、それをどう

いった形で勤務時間の繰り上げ・繰り下げをするか、校

長先生が命令をするときに難しい問題が出てくるので

はないか。

従来は最初から最後まで全員で行っていたが、今後

は、ある職員は途中から行き、ある職員は途中から帰り、

といったことに建前上・命令上はなるが、結局、最初か

ら最後まで参加してしまうことにならないか。

（事務局）

・ これをきっかけに、今まで自主的にやっていたも

のを、ここまでが勤務時間と区切りをつけること

で、管理職や教職員が時間管理意識を身に着けるこ

とを期待している。

議長 さらなる委員の発言を求める。（各委員から異議なしの声

あり。）

異議がないので日程第３ 議第５０号は原案のとおり可

決された旨述べる。

日程第４ 議長 議第５１号を議題とする旨述べ、説明を求める。

【説明】 【教育政策課長】

羽島市議会９月定例会において、羽島市附属機関設置条



例の一部を改正する条例が可決されたことに伴い、附属機

関の庶務を司る部課を規定するため、教育委員会事務局組

織規則の一部を改正する。

内容としては、羽島市附属機関設置条例の改正により新

たに立ち上げた羽島市新しい時代の学校構想検討委員会

は教育政策課、羽島市幼保小連携推進協議会については学

校教育課で庶務を司ることとなる。

議長 委員の発言を求める。（各委員から異議なしの声あり。）

異議がないので日程第４ 議第５１号は原案のとおり可

決された旨述べる。

日程第５ 議長 議第５２号を議題とする旨述べ、説明を求める。

【説明】 【教育政策課長】

羽島市議会９月定例会において、羽島市附属機関設置条

例の一部を改正する条例が可決されたことに伴い、羽島市

新しい時代の学校構想検討委員会要綱を制定する。

内容としては、所掌事務は、新しい時代の学校のあり方

や教育課題、教育活動、学校運営等に関する事項の調査及

び審議を行い、その意見を答申するものとなる。委員は１

５人以内で組織するもので、教育に関する学識経験を有す

る者、学校教育に関わる者、自治組織に関わる者、中学校

及び義務教育学校のコミュニティ・スクールに関わる者、

ＰＴＡ組織に関わる者、公募による市民、その他教育委員

会が適当と認める者となる。任期は３年だが、令和４年度

に委嘱する委員の任期については、令和７年３月３１日ま

でとする。

議長 委員の発言を求める。（委員から次の通り発言、確認あり。

適宜職員等が次の通り説明し、了解を得る。）

【今井田委員】

会議の頻度はどのくらいを想定しているか。また、どの

ようなことを審議する予定なのか。

（事務局）

・ 今年度は２回。例年は３回を想定している。

今年度は、第１回目は、羽島市の現状説明等を行

う。第２回目は、不登校問題、文化系部活動の地域

移行、休日のあり方等、喫緊の課題について意見を

求める予定である。

【黒田委員】

任期的に令和６年度末で結論を出す予定か。

（事務局）

・ 様々な教育課題はあるが、来年度以降については、

新しい時代を迎え「学校とはどのようにあるべき

か」という観点から、特に学校制度や学校運営のあ

り方について意見を求め、答申いただく予定であ



る。

【今枝委員】

新しい時代ということで、少子化がさらに進む可能性と

いった、今後を見据えた長期的な課題があると考えられる

が、それらを想定して答申等を出してもらう予定なのか。

（事務局）

・ 長期的な課題として児童生徒の減少と施設の老朽

化があるが、これらについても現状を説明したうえ

で、それに言及した答申が出た場合は尊重する予定

である。

しかし、あくまで答申であり、決定権を有する教

育委員会としては、地域の方の意見を聞き、必要に

応じて答申を修正等しながら進めていく予定であ

る。

議長 さらなる委員の発言を求める。（各委員から異議なしの声

あり。）

異議がないので日程第５ 議第５２号は原案のとおり可

決された旨述べる。

日程第６ 議長 議第５３号を議題とする旨述べ、説明を求める。

【説明】 【学校教育課長】

羽島市議会９月定例会において、羽島市附属機関設置条

例の一部を改正する条例が可決されたことに伴い、羽島市

幼保小連携推進協議会要綱を制定する。

内容としては、所掌事務は、幼児教育の推進に向けた、

幼児期の教育と小学校教育の接続のあり方・接続期プラン

の策定となる。委員は７人以内で組織するもので、幼児教

育に関する学識経験者、公立幼稚園関係者、私立幼稚園関

係者、保育園、認定こども園関係者、小学校教育関係者、

公募による市民、教育委員会が適当と認める者となる。任

期は３年だが、令和４年度に委嘱する委員の任期について

は、令和７年３月３１日までとする。

議長 委員の発言を求める。（委員から次の通り発言、確認あり。

適宜職員等が次の通り説明し、了解を得る。）

【黒田委員】

具体的にはどのような話し合いを想定しているか。

（事務局）

・ 西部幼稚園や私立幼稚園、保育園、認定こども園

等の子どもたちが小学校へ上がるときに、小 1ギャ

ップというものが問題になっているということで、

接続を滑らかにするため、関係機関が連携し、幼児

教育をさらに推進し、充実させていく予定である。

この充実は２つのプランで進める予定であり、プ

ランの内容等を審議する予定である。



プランの１つは、滑らかに接続するために、どの

ような手立てで、どのように導入すれば良いかとい

う、「接続期プラン」である。もう１つは、幼児教

育において大事にしていく部分や、羽島市として取

り組んでいくこと等について明らかにするという

「幼児教育推進プラン」である。

岐阜市においても同様のプランが採用されてお

り、一定の効果をあげているとのことである。

議長 さらなる委員の発言を求める。（各委員から異議なしの声

あり。）

異議がないので日程第６ 議第５３号は原案のとおり可

決された旨述べる。

日程第７ 議長 報第１６号を議題とし、秘密会で行う旨述べる。（日程第

７は秘密会）

日程第８ 議長 秘密会を解く。

各課の事業進捗状況の説明を求める。

【説明】 【教育政策課長】

・ 教育委員会表彰の日程について

１１月１７日（木）の１６時から開催予定。

【学校教育課長】

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症の状況・対策について

県の対策強化宣言が９月３０日に解除予定だが、各学

校における日頃の感染防止対策を引き続き徹底する。運

動会、修学旅行等の学校行事があるので、感染防止対策

を徹底して実施するよう、学校に求めていく。

まだ暑い日があるため、熱中症予防のためのマスク指

導についても継続するよう、学校へ指導をする。

西部幼稚園、小学校、義務教育学校の教職員に対する

予防的検査が延長されることとなった。職員１人当たり

週１回は検査が実施できる体制となっている。

 ⑵ いじめの状況について 

８月２４日から９月２７日までの期間に報告があっ

た事例は、児童７件、生徒４件の計１１件である。

 ⑶ 不登校の状況について 

中学校・義務教育学校後期課程で３０日以上の長期の

不登校の生徒が増加傾向にある。３０日未満の不登校の

生徒も減らず、一人一人に応じた丁寧な対応を行ってい

く。

 ⑷ 交通事故・学校事故の状況について 

交通事故については、８月に１件、９月に１件あり、

２件とも自転車による事故であるが、幸い大きな怪我で

はなかった。

学校事故については、８月は０件、９月は１件あり、



ガラスを割って切り傷を負う事故であった。

 ⑸ 連絡システム「すぐーる」について 

多くの保護者等が利用しており、世帯数におけるアプ

リ登録率は、９９％である。残りの１％は、スマートフ

ォンではないため未登録となっているが、携帯電話のメ

ールや電話等で対応している。

学級通信やお知らせ等の学校だよりについては、紙で

の配布をやめて「すぐーる」で配信する等、積極的に活

用している学校もある。印刷・配布の手間がなくなり、

紙の節約にも繋がっていくものと考える。

 ⑹ 羽島市教育委員会指定の公表会について 

羽島中は１０月２５日（火）、正木小は１０月２６日

（水）、竹鼻小は１２月５日（月）に実施する。

議長 委員の発言を求める。（委員から次の通り発言、確認あ

り。適宜職員等が説明し、納得を得る。）

【春日委員】

・ 不登校の子は、オンライン授業にも出席できていない

のか。

（事務局）

・ 学校に来ることが出席の要件であるため、オンラ

イン授業を受けている子も不登校の数に入ってい

る。つまり、オンラインの場合、授業に参加したと

いうことで指導要録では出席扱いとするが、学校の

出席簿は、学校に来ていなければ出席にならない。

コロナ禍に起因するタブレットの配備・普及が、

結果として不登校の子どもたちが授業を受ける手

段の一つとなっている。

さらなる委員の発言を求める。（各委員から発言なし。）

発言がないため、各課の事業進捗を続ける。

【説明】 【西部幼稚園長】

・ ９月の主な活動について

来年度の募集を終えたが、本年度２１名が卒園し、来

年度の入園は１４名予定で、園児数が減少傾向にある。

台風１４号により、大屋根の防水シートが破損したた

め、補修等の対応を検討中である。

幼保小連携推進について、本日、市内保育園・こども

園の研修会に参加し、具体的な歩みを始めた。

【北部、南部学校給食センター長】

特になし。

【生涯学習課長】

 ⑴ 協議会、イベントについて

・ 放課後子ども教室運営委員会（９月２１日開催）

１０月からの活動について



・ 「羽島学び事始め」第１回「暮らしの中にある税」

（９月１２日開催）

第２回は１０月１８日を予定。

・ 「健康診断を読み解く」（中央公民館講座：９月３

０日開催予定）

・ 「木曽・長良、渡しから長大橋へ」（歴史民俗資料

館：１０月１日より開催予定）

 ⑶ 不二竹鼻町屋ギャラリーについて

・ 「浮世絵の旅情、刀剣の輝き」（９月３日から開催

中）

歌川広重の浮世絵や、村正の刀剣などを展示してい

る。２６３名が来館した。

【図書館長】

・ 来館者数等について

７月の来館者数は１１，５３０名、貸出数は２４，７

６６冊であった。

・ 「図書館まつり」について

１０月２７日から１１月９日まで開催。各種テーマに

沿った展示、また、手作り絵本の出品作等を展示する。

【スポーツ推進課長】

特になし

【事務局長】

特になし。

議長 委員の発言を求める。（委員から次の通り発言、確認あり。

適宜職員等が説明し、納得を得る。）

【今井田委員】

 ⑴ 先日、県の公私立高等学校協議会に出席したが、通信

制に進む子どもや、進学・就職をしていない子どもが増

えているようである。不登校の子どもたちは、このよう

な方向に進むことが多いのではないか。通信制に進学す

る子どもが増えていることを考えると、今後はそういっ

た学び方を持った学校がもっと増えていかなければ、不

登校の子どもたちを救っていくことができないと感じ

ている。

羽島市で今年、中学校を卒業した不登校の子どもたち

の進路はどうなっているか。

（事務局）

・ 本市は全員が就職もしくは進学しているところで

ある。

不登校の子どもたちの自立に関しては、教育委員

会としても、学校へ行けばゴールとは考えておら

ず、学校へ行っても、その子自身がどのように自立

しているかということを特に大事にしながら、子ど



もたちと接するようにしている。卒業後の進路を

きちんと選び取り、自分の進路について考えてい

くことが大切だと捉えているので、子どもたちに

寄り添い、そこを指導している。

 ⑵ 各学校のホームページについて、学校によって更新頻

度に差があるように見受けられる。

また、活用されていない項目、本当に必要かわからな

い項目もあり、開示や周知の観点から、デザインを見直

したりする必要もあるのではないか。

（事務局）

・ ホームページについて、保護者向けには学校便り

等を出しているため、どちらかというと、保護者よ

りも地域の方向けのコンテンツだと考えている。

地域の方に向けての発信について、学校の意識が

足りない点もあるのではないかと思う。大変的確な

ご指摘に感謝する。

議長 さらなる委員の発言を求める。（各委員から発言なし。）

発言がないので日程第８ 各課の事業進捗状況の説明を

終える旨述べる。

閉会 議長 以上で本日の議事日程は全て終了したので、令和４年９月

羽島市教育委員会定例会の閉会を宣言する。

午後３時１０分 閉会

上記会議の大要を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。

令和４年９月２９日

教育長 森 嘉 長

委 員 春 日 民 奈


